
《
縦
覧
制
度
》

　

納
税
者
が
、
他
の
土
地
や
家
屋

と
比
較
し
て
価
格
が
適
正
で
あ
る

か
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
地
方
税
法
第
四
百
十
六
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
帳
簿
を
縦

覧
に
供
し
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
運
転
免
許
証

等
、
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
代
理
人
の
方
は
委
任
状

が
必
要
で
す
。

【
縦
覧
期
間
】

　

4
月
3
日（
月
）〜

            

7
月
31
日（
月
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

【
縦
覧
時
間
】　

　

午
前
8
時
30
分
〜午

後
5
時
15
分

【
縦
覧
内
容
】

○
家
屋

　

所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、

　

構
造
、
床
面
積
、
価
格

○
土
地

　

所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、

　

価
格

※
所
有
者
名
や
課
税
標
準
額
に
つ

い
て
は
、
開
示
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
縦
覧
で
き
る
人
】

　

固
定
資
産
税（
土
地
・
家
屋
）の

納
税
者
ま
た
は
代
理
人

【
縦
覧
場
所
】

・
財
務
課
資
産
税
係

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

《
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

　
　
　
　
　
閲
覧
制
度
》

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
や
借
地

人
、
借
家
人
は
、
関
係
す
る
土
地

や
家
屋
の
課
税
台
帳
に
つ
い
て
閲

覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
運
転
免
許
証

等
、
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
借
地
人
、

借
家
人
の
方
は
契
約
書
も
必
要
で

す
。

　

ま
た
、
代
理
人
の
方
は
委
任
状

が
必
要
で
す
。

【
閲
覧
手
数
料
】

　

一
物
件
3
0
0
円

【
証
明
書
の
交
付
】

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
、
台

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証

明
書
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

な
お
、
記
載
事
項
証
明
手
数
料

は
、
一
物
件
3
0
0
円
で
す
。

【
固
定
資
産
名
寄
帳
の
閲
覧
】

　

固
定
資
産
の
所
有
者
ご
と
に
ま

と
め
た
名
寄
帳
に
つ
い
て
も
課
税

台
帳
の
閲
覧
と
同
様
に
、
そ
の
納

税
者
・
所
有
者
は
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
固
定
資
産
評
価
証
明
書
の
交
付
】

　

不
動
産
登
記
用
に
使
わ
れ
る
固

定
資
産
評
価
証
明
書
に
つ
い
て

は
、
無
料
で
交
付
し
ま
す
が
、
交

付
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
法
務
局

登
記
官
の
印
を
押
し
た
書
面
が
必

要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
財
務
課
資
産
税
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
4

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

縦
覧
期
間
4
月
3
日
〜
7
月
31
日

固
定
資
産
税
の

情
報
開
示
に
つ
い
て

　

令
和
5
年
度
課
税
分
か
ら
、
固

定
資
産
税
と
軽
自
動
車
税（
種
別

割
）で
e
L
│

Q
R
対
応
納
付
書
の

取
扱
い
が
開
始
さ
れ
、
町
内
の
各

金
融
機
関
の
ほ
か
、
全
国
の
金
融

機
関
窓
口（
e
L
│

Q
R
対
応
金
融

機
関
の
み
）で
納
付
が
可
能
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ホ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
電

子
納
付
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

詳
細
は
左
記
U
R
L
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

https://w
w
w.tow

n.yakum
o.l

g.jp/soshiki/zaim
u/kyoutsuu

nouzei.htm
l

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
財
務
課
納
税
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
4

e
L
ー
Q
R
対
応
納
付
書

で
の
納
付
が
開
始
さ
れ
ま

す

　

令
和
5
年
度
以
降
に
発
生
す
る

町
に
納
付
す
べ
き
徴
収
金（
※
）に

対
す
る
督
促
手
数
料
を
廃
止
し
ま

す
。
た
だ
し
、
令
和
4
年
度
以
前

に
発
生
し
た
町
に
納
付
す
べ
き
徴

収
金
に
対
す
る
督
促
手
数
料
は
、

廃
止
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
納
付
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納

付
日
ま
で
の
延
滞
日
数
に
よ
り
、

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
納
期
限
内
で
の
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
徴
収
金
は
、
町
道

民
税（
普
通
徴
収
・
特
別
徴

収
）、
法
人
町
民
税
、
固
定
資

産
税
、
軽
自
動
車
税（
種
別

割
）、
町
た
ば
こ
税
、
入
湯

税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護

保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
、
保
育
所
利
用
者
負
担

金
、
下
水
道
使
用
料
、
下
水
道

事
業
受
益
者
負
担
金
、
集
落
排

水
施
設
受
益
者
分
担
金
、
集
落

排
水
施
設
使
用
料
、
そ
の
他
の

分
担
金
、
負
担
金
、
使
用
料
、

手
数
料
等
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
財
務
課
収
納
推
進
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
4

督
促
手
数
料
の

　
　
　
廃
止
に
つ
い
て
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